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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサとメモリを有して、センサが測定した値から設備の異常を診断する設備診断
装置であって、
　前記設備を構成する１以上の要素と、当該要素に設置されたセンサの関係を設定した設
備要素情報と、
　前記センサの識別子と前記値を含む時系列のセンサデータと、
　前記要素内のセンサのうち、入力センサを設定した入力センサ情報と、
　前記センサデータを入力として前記センサデータの値から異常を検出したセンサを異常
原因センサとして特定し、前記設備要素情報を参照して前記異常原因センサを含む前記要
素を特定する異常検出部と、
　前記入力センサ情報を参照して前記異常原因センサが前記特定された要素の入力センサ
であるか否かを判定し、前記異常原因センサが前記入力センサでない場合には当該要素を
第１の異常要素に分類し、当該異常原因センサが前記入力センサである場合には当該要素
を第２の異常要素に分類する異常フィルタ部と、
　前記入力センサ情報を設定する診断前処理部と、を有し、
　前記診断前処理部は、
　前記センサデータを入力として前記センサの値の異常度を算出する第２の異常検出部と
、
　前記時系列のセンサデータから前記値が所定の範囲内となる正常期間を抽出し、前記正
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常期間における前記センサの値の異常度から前記入力センサを推定して前記入力センサ情
報に設定する入力センサ推定部と、
を有することを特徴とする設備診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の設備診断装置であって、
　前記第２の異常検出部は、
　前記時系列のセンサデータをタイムウインドウに分割し、各タイムウインドウにおいて
前記センサの値の分散を異常度とすることを特徴とする設備診断装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の設備診断装置であって、
　前記第２の異常検出部は、
　前記時系列のセンサデータを入力としてＨｏｔｔｅｌｉｎｇ　Ｔ２統計量を算出し、前
記センサ毎の前記Ｈｏｔｔｅｌｉｎｇ　Ｔ２統計量への寄与を異常度とすることを特徴と
する設備診断装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の設備診断装置であって、
　前記異常フィルタ部の分類結果に基づいて診断結果表示画面を生成する診断結果表示部
をさらに有し、
　前記診断結果表示部は、
　前記設備要素情報に基づいて、前記要素と当該要素に設置されたセンサを前記診断結果
表示画面に表示し、前記センサが異常原因センサの場合には前記分類結果に基づいて前記
異常原因センサを含む要素が第１の異常要素または第２の異常要素のいずれであるかを識
別可能に前記診断結果表示画面へ表示することを特徴とする設備診断装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の設備診断装置であって、
　前記診断結果表示部は、
　前記第１の異常要素では前記異常原因センサを識別可能に前記診断結果表示画面へ表示
し、前記第２の異常要素では前記入力センサを識別可能に前記診断結果表示画面へ表示す
ることを特徴とする設備診断装置。
【請求項６】
　請求項３に記載の設備診断装置であって、
　前記第２の異常検出部は、
　前記センサデータを入力として寄与度を算出し、前記寄与度が大きいセンサを異常原因
センサとして特定することを特徴とする設備診断装置。
【請求項７】
　プロセッサとメモリを有する計算機で、センサが測定した値から設備の異常を診断する
設備診断方法であって、
　前記計算機が、前記センサの識別子と前記値を含む時系列のセンサデータを入力する１
のステップと、
　前記計算機が、前記センサデータの値から異常を検出したセンサを異常原因センサとし
て特定する第２のステップと、
　前記計算機が、前記設備を構成する１以上の要素と、当該要素に設置されたセンサの関
係を設定した設備要素情報を参照して前記異常原因センサを含む前記要素を特定する第３
のステップと、
　前記計算機が、前記要素内のセンサのうち、入力センサを設定した入力センサ情報を参
照して前記異常原因センサが前記特定された要素の入力センサであるか否かを判定し、前
記異常原因センサが前記入力センサでない場合には当該要素を第１の異常要素に分類し、
当該異常原因センサが前記入力センサである場合には当該要素を第２の異常要素に分類す
る第４のステップと、
　前記計算機が、前記入力センサ情報を設定する第５のステップと、を含み、
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　前記第５のステップは、
　前記センサデータを入力として前記センサの値の異常度を算出し、前記時系列のセンサ
データから前記値が所定の範囲内となる正常期間を抽出し、前記正常期間における前記セ
ンサの値の異常度から前記入力センサを推定して前記入力センサ情報に設定することを特
徴とする設備診断方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の設備診断方法であって、
　前記第５のステップは、
　前記時系列のセンサデータをタイムウインドウに分割し、各タイムウインドウにおいて
前記センサの値の分散を異常度とすることを特徴とする設備診断方法。
【請求項９】
　請求項７に記載の設備診断方法であって、
　前記第５のステップは、
　前記時系列のセンサデータを入力としてＨｏｔｔｅｌｉｎｇ　Ｔ２統計量を算出し、前
記センサ毎の前記Ｈｏｔｔｅｌｉｎｇ　Ｔ２統計量への寄与を異常度とすることを特徴と
する設備診断方法。
【請求項１０】
　請求項７に記載の設備診断方法であって、
　前記計算機が、前記分類の結果に基づいて診断結果表示画面を生成する第６のステップ
をさらに含み、
　前記第６のステップは、
　前記設備要素情報に基づいて、前記要素と当該要素に設置されたセンサを前記診断結果
表示画面に表示し、前記センサが異常原因センサの場合には前記分類の結果に基づいて前
記異常原因センサを含む要素が第１の異常要素または第２の異常要素のいずれであるかを
識別可能に前記診断結果表示画面へ表示することを特徴とする設備診断方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の設備診断方法であって、
　前記第６のステップは、
　前記第１の異常要素では前記異常原因センサを識別可能に前記診断結果表示画面へ表示
し、前記第２の異常要素では前記入力センサを識別可能に前記診断結果表示画面へ表示す
ることを特徴とする設備診断方法。
【請求項１２】
　請求項９に記載の設備診断方法であって、
　前記第５のステップは、
　前記センサデータを入力として寄与度を算出し、前記寄与度が大きいセンサを異常原因
センサとして特定することを特徴とする設備診断方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、設備の異常を検出する診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　工場や発電所あるいはプラントなどでは、設備の稼働時間が収益変化に直結する。この
ため、設備に異常が発生した場合は、早期に精度高く異常の検出と異常原因の絞り込みを
行うことが、問題解決までの時間を短縮し収益の増加に繋がる。
【０００３】
　設備診断精度向上のため、特許文献１に記載のように、プラントを構成する機器や配管
に分割し、個別に異常検出を行う技術が知られている。更に機器や配管同士の関連付けを
記憶する設計情報を有し、異常が発生した機器の上流の機器をたどることで異常原因を絞
り込む。機器毎に異常検出を行うことで、高精度の異常検出が可能である。さらに、設計
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情報を活用して異常原因の診断を行うことで、原因の機器を絞り込むことができる。
【０００４】
　また、特許文献２に記載のように、機器のデータを入力データと出力データに分類し、
入力データに対する出力データの応答性を基に機器の異常診断を行う技術が知られている
。入力データと出力データという因果関係を導入した本異常診断手法は、センサ間の相関
関係を評価する設備診断手法と比べて、高精度に異常診断を実現可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２０１１／０６１７９３号
【特許文献２】特開２０１２－１２８５８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載の設備診断方法は、機器や配管同士の上流及び下流の関連付けを記録
する設計情報が必要である。しかしながら、設備によっては、機器間の上流及び下流の関
係を特定することが困難なケースがある。例えば、発電機の軸の振動解析においては複数
の振動センサについてどれが上流であるかは、設計図からは特定は困難である。そのため
、前記特許文献１の異常原因診断方法は様々な設備に対する適用が困難である。
【０００７】
　特許文献２に記載の設備診断方法は、時系列データを分析して、入力データと出力デー
タに分類する。しかしながら、入力データと出力データの識別は時系列間の類似する部分
に時間遅れがある方を出力とするため、適用が困難なケースがある。例えば、時系列デー
タが１０分間隔のデータからは、数秒単位の時間遅れを検出することが困難である。その
ため、前記特許文献１の異常原因診断方法は様々な時系列データを用いた適用が困難であ
る。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、設備の異常検出および原因診断の精度を向上させるため、設
備稼働ログからセンサ間の関係性情報を抽出する。この関係性情報を用いることで設備診
断精度の向上を実現する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　プロセッサとメモリを有して、センサが測定した値から設備の異常を診断する設備診断
装置であって、前記設備を構成する１以上の要素と、当該要素に設置されたセンサの関係
を設定した設備要素情報と、前記センサの識別子と前記値を含む時系列のセンサデータと
、前記要素内のセンサのうち、入力センサを設定した入力センサ情報と、前記センサデー
タを入力として前記センサデータの値から異常を検出したセンサを異常原因センサとして
特定し、前記設備要素情報を参照して前記異常原因センサを含む前記要素を特定する異常
検出部と、前記入力センサ情報を参照して前記異常原因センサが前記特定された要素の入
力センサであるか否かを判定し、前記異常原因センサが前記入力センサでない場合には当
該要素を第１の異常要素に分類し、当該異常原因センサが前記入力センサである場合には
当該要素を第２の異常要素に分類する異常フィルタ部と、前記入力センサ情報を設定する
診断前処理部と、を有し、前記診断前処理部は、前記センサデータを入力として前記セン
サの値の異常度を算出する第２の異常検出部と、前記時系列のセンサデータから前記値が
所定の範囲内となる正常期間を抽出し、前記正常期間における前記センサの値の異常度か
ら前記入力センサを推定して前記入力センサ情報に設定する入力センサ推定部と、を有す
る。
【発明の効果】
【００１０】
　したがって、本発明は、設備診断の際に、複数要素で異常を検出する場合でも、異常原
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因の要素を絞り込むことができ、診断精度を向上できる。本発明は、設計図から要素の入
力または出力を特定することが困難な設備においても適用できる。また、時系列データの
データ間隔が長く、入力または出力間の時間遅れを検出できない設備にも適用できる。こ
れにより、幅広い設備に対して精度の高い設備診断を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】本発明の実施例１を示し、診断システムの構成の一例を示すブロック図である
。
【図１Ｂ】本発明の実施例１を示し、診断装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施例１を示し、診断対象としての圧延設備の構成図である。
【図３】本発明の実施例１を示し、設備稼働ログＤＢの一例を示す図である。
【図４】本発明の実施例１を示し、要素分割部の要素分割画面の一例を示す図である。
【図５】本発明の実施例１を示し、設備要素ＤＢの一例を示す図である。構成図である。
【図６】本発明の実施例１を示し、異常検出部の処理の一例を示すフローチャートである
。
【図７】本発明の実施例１を示し、センサＡ、センサＢに関する設備稼働ログＤＢのデー
タの一例を示すグラフである。
【図８】本発明の実施例１を示し、異常検出ログの一例を示すグラフである。
【図９】本発明の実施例１を示し、入力センサ推定部の処理の一例を示すフローチャート
である。
【図１０】本発明の実施例１を示し、入力センサＤＢの一例を示す図である。
【図１１】本発明の実施例１を示し、異常未発生時の診断結果表示部の表示例を示す図で
ある。
【図１２】本発明の実施例１を示し、異常発生時の診断結果表示部の表示例を示す図であ
る。
【図１３】本発明の実施例２を示し、診断対象としての発電設備の構成の一例を示すブロ
ック図である。
【図１４】本発明の実施例２を示し、設備要素ＤＢの一例を示す図である。
【図１５】本発明の実施例２を示し、入力センサＤＢの一例を示す図である。
【図１６】本発明の実施例２を示し、診断結果表示部の表示例を示す図である。
【図１７】本発明の実施例１を示し、異常度及び寄与度を算出する処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図１８】本発明の実施例１を示し、異常度及び寄与度を算出する処理の一例を示すグラ
フである。
【図１９】本発明の実施例１を示し、異常フィルタ部で行われる処理の一例を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１３】
　＜概要＞
　本実施例１は、設備の異常およびその原因を診断する診断システムである。本診断シス
テムは、設備を複数の要素に分け、各要素を個別に異常診断することで診断精度を向上さ
せる。さらに各要素に関連するセンサを入力センサと、その他センサに分類する。入力セ
ンサは、外部要因による影響を受けやすい、もしくは外部要因の影響を表すセンサである
。この入力センサの情報を用いることで各要素に発生した異常が外部からの影響であるか
、要素内の要因によるものかを切り分け、診断精度を向上させる。
【００１４】
　＜考え方＞
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　入力センサとその他のセンサを分類するにあたり、入力を基に出力が生成される設備に
おいては、例えば、入力の振動は出力では減衰するという特徴を利用する。具体的には、
設備外で発生した異常（振動）が入力から出力まで伝播するにつれて低下するという特徴
を利用し、設備を構成する要素の正常状態において異常度（または異常度の平均値）が大
きいセンサを入力センサとして選択する。
【００１５】
　＜診断システム＞
　図１Ａは、診断システムの構成の一例を示すブロック図である。
【００１６】
　診断システムは、診断対象となる設備である被診断設備１３０と、被診断設備１３０の
要素について診断を行う設備診断装置１００と、被診断設備１３０と設備診断装置１００
を接続するネットワーク１６を含む。
【００１７】
　設備診断装置１００は、演算処理を行うプロセッサ１０と、プログラムやデータを保持
するメモリ１１と、プログラムやデータを格納するストレージ装置１２と、ネットワーク
１６に接続されるインターフェース１３と、キーボードやマウスあるいはタッチパネルで
構成された入力装置１４と、ディスプレイやタッチパネルで構成された出力装置１５を含
む計算機である。
【００１８】
　メモリ１１には、ログ収集部１０１と、診断前処理部１１０と、要素分割部１０３と、
設備診断部１２０と、診断結果表示部１０６のプログラムがロードされてプロセッサ１０
により実行される。
【００１９】
　プロセッサ１０は、各機能部のプログラムに従って処理することによって、所定の機能
を提供する機能部として稼働する。例えば、プロセッサ１０は、ログ収集プログラムに従
って処理することでログ収集部１０１として機能する。他のプログラムについても同様で
ある。さらに、プロセッサ１０は、各プログラムが実行する複数の処理のそれぞれの機能
を提供する機能部としても稼働する。計算機及び計算機システムは、これらの機能部を含
む装置及びシステムである。
【００２０】
　ストレージ装置１２には、設備稼働ログＤＢ（データベース）１０２と、入力センサＤ
Ｂ１０５と、設備要素ＤＢ１０６が格納されて、上記機能部からアクセスされる。設備稼
働ログＤＢ１０２は、被診断設備１３０の稼働情報が蓄積される。稼働情報は、例えば、
被診断設備１３０のセンサのデータ等で構成される。
【００２１】
　設備要素ＤＢ１０６には、被診断設備１３０の要素とセンサの関係が格納される。入力
センサＤＢ１０５には、被診断設備１３０の要素毎に配置された入力センサの情報が格納
される。
【００２２】
　図１Ｂは、設備診断装置１００の機能部位の一例を示すブロック図である。本実施例１
では、被診断設備１３０として圧延設備を用い、温度に関する異常を診断する例を示す。
設備診断装置１００は、被診断設備１３０から設備稼働ログを収集するログ収集部１０１
がセンサのデータを収集して設備稼働ログＤＢ１０２へ蓄積する。
【００２３】
　要素分割部１０３は、被診断設備１３０の構成要素（以下、単に要素とする）を後述す
るように分割して、設備要素ＤＢ１０４へ格納する。
【００２４】
　診断前処理部１１０は、データ分割部１１１と異常検出部１１２と入力センサ推定部１
１３を有し、後述するように、設備稼働ログＤＢ１０２と設備要素ＤＢ１０４に基づいて
、各要素毎に入力センサを推定して入力センサＤＢ１０５へ格納する。
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【００２５】
　設備診断部１２０は、データ分割部１２１と異常検出部１２２と異常フィルタ部１２３
を有し、後述するように、設備稼働ログＤＢ１０２を分析して異常の検出と、異常が発生
した要素の特定を行う。診断結果表示部１０６は、設備診断部１２０の診断結果を出力装
置１５や外部の計算機へ出力する。
【００２６】
　＜圧延設備＞
　図２は、本実施例１における被診断設備１３０である圧延設備２００の構成の一例を示
す図である。
【００２７】
　圧延設備２００の入口２０１に材料が投入されると、材料は圧延されて圧延設備２００
の出口２０２から出てくる。入口２０１から出口２０２にかけて、材料の温度は徐々に低
下する。材料温度が圧延設備内で異常に変化すると、それは圧延設備に異常が発生したと
考えられる。
【００２８】
　この異常を検出するために、圧延設備２００には温度を測定する４つのセンサ２０３－
１～２０３－４を設置した例を示す。なお、以下では、センサ全体については「－」以降
のない符号２０３を用いる。設備診断装置１００では、これらセンサ２０３の出力につい
て関係性を評価する。
【００２９】
　図示の圧延設備２００では、設備全体を前半２０７と後半２０８に分け、前半２０７の
入口２０１の位置にセンサ２０３－１（センサＡ）を設置し、前半２０７の出口となる後
半２０８との境界にセンサ２０３－２（センサＢ）を設置し、後半２０８の中間にセンサ
２０３－３（センサＣ）を設置し、出口２０２にセンサ２０３－４（センサＤ）を設置す
る。
【００３０】
　本実施例１では、センサ２０３－２の測定値は、前半２０７の出口の測定値となり、ま
た、後半２０８の入口の測定値となる。
【００３１】
　＜設備稼働ログＤＢ＞
　ログ収集部１０１は、被診断設備１３０で稼働するＳＣＡＤＡ（Supervisory Control 
And Data Acquisition）などを利用して、被診断設備１３０の各センサ２０３のデータを
設備稼働ログとして収集する。設備稼働ログは被診断設備１３０内のセンサ２０３につい
て所定の時間間隔毎のセンサ値を記録した時系列データである。なお、被診断設備１３０
からのセンサ２０３のデータの収集については、公知または周知の技術を適用すれば良い
ので、本実施例では詳述しない。
【００３２】
　図３は、設備稼働ログＤＢ１０２の構成の一例を示す図である。設備稼働ログＤＢ１０
２は、ログ収集部１０１が収集した設備稼働ログを格納する。設備稼働ログＤＢ１０２は
、時刻１０２１をインデックスとして、各センサＡ～Ｄ２０３－１～２０３－４の測定値
を格納するカラム１０２２～１０２５を一つのエントリに含む時系列データ（センサデー
タ）を格納する。カラム１０２２～１０２５の名称には、センサＡ～Ｄ２０３－１～２０
３－４の識別子が付与されて、時刻と識別子から特定のセンサ２０３のデータを検索する
ことができる。
【００３３】
　なお設備稼働ログＤＢ１０２は、複数の被診断設備１３０に１つの設備稼働ログＤＢ１
０２であってもよいし、各被診断設備１３０毎に設備稼働ログＤＢ１０２を用意してもよ
い。また、設備稼働ログＤＢ１０２は、設備診断装置１００とは距離的に離れた位置に設
置されていても良い。
【００３４】
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　＜要素分割部＞
　要素分割部１０３は、被診断設備１３０を１つまたは複数の要素に分割する。被診断設
備１３０の要素の分割は、ドメイン知識に基づき設備診断装置１００の利用者や被診断設
備１３０の管理者などが決定しても良いし、設備稼働ログを基に自動的に分割してもよい
。
【００３５】
　図２の圧延設備２００の場合は、前半２０７、後半２０８と工程単位に複数の要素に分
割した例を示す。分割された要素は、設備要素ＤＢ１０４に登録される。
【００３６】
　図４は、要素分割部１０３の要素分割を利用者が決定する際の要素分割画面４００の一
例を示す図である。要素分割画面４００は、出力装置要素分割画面４００は、センサ２０
３の識別子の一覧を表示するセンサリスト４０１と、要素ごとのセンサ２０３の識別子を
表示する要素（前半）４０２、要素（後半）４０３と、要素へのセンサ登録ボタン４０４
と、要素追加ボタン４０５が含まれる。
【００３７】
　センサリスト４０１は、被診断設備１３０に設置されるセンサ２０３の識別子を一覧表
示する領域である。要素（前半）４０２と、要素（後半）４０３は、各要素に関するセン
サ２０３の登録状況を一覧表示したものである。各要素に関するセンサ２０３は、一つの
センサ２０３が複数の要素に関するセンサとして登録されていても良い。
【００３８】
　例えば、センサＢ（２０３－２）は、工程の前半２０７の出口に位置するセンサ２０３
であり、かつ、工程の後半２０８の入口のセンサ２０３でもある。このような場合、セン
サ２０３－２は「前半」、「後半」の両要素に関するセンサ２０３として登録されていて
も良い。
【００３９】
　要素へのセンサ登録ボタン４０４は、要素に関連するセンサ２０３を登録するためのボ
タンである。利用者がセンサリスト４０１の中からセンサ２０３を選択し、追加先の要素
を選択しボタン４０４を押すと選択中のセンサを選択中の要素の関連センサとして登録さ
れる。
【００４０】
　要素追加ボタン４０５は、新たな要素を登録するためのボタンである。利用者が要素追
加ボタン４０５を押すと、新規に要素を登録する。追加された要素は、設備要素ＤＢ１０
４に格納される。
【００４１】
　＜設備要素ＤＢ＞
　設備要素ＤＢ１０４は、要素分割部１０３で決定した要素およびセンサ２０３の関係を
格納する。
【００４２】
　図５は、設備要素ＤＢ１０４の構成の一例を示す図である。設備要素ＤＢ１０４は、要
素の識別子を格納する要素１０４１をインデックスとして、各要素に割り当てられるセン
サ２０３の識別子を格納するセンサ１０４２をカラムとするテーブルである。
【００４３】
　要素分割部１０３において、センサＡ２０３－１、センサＢ２０３－２を要素の「前半
」２０７に割り当て、センサＢ２０３－２、センサＣ２０３－３、センサＤ２０３－４を
要素「後半」２０８に割り当てた場合、各要素とセンサ２０３の情報は図５のように格納
される。
【００４４】
　＜診断前処理部＞
　診断前処理部１１０は、設備稼働ログＤＢ１０２と、設備要素ＤＢ１０４を参照して、
各要素の入力センサを推定する。入力センサは、各要素の外部からの入力を測定するセン
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サであり、この入力センサが要因で要素に異常が発生した場合、設備診断装置１００は、
当該異常は要素の外部に発生した異常と判定する。これにより、異常要因の切り分けを容
易にし、診断精度を向上させる事ができる。
【００４５】
　診断前処理部１１０は、データ分割部１１１と、異常検出部１１２と、入力センサ推定
部１１３からなる。
【００４６】
　データ分割部１１１は、設備稼働ログＤＢ１０２と、設備要素ＤＢ１０４を参照して、
センサ２０３のデータを要素ごとに分割する処理である。この処理は、データ分割部１１
１が、入力装置１４から期間の指定を受け付けてから開始される。データ分割部１１１は
、指定された期間に対応する時刻１０２１のデータを設備稼働ログＤＢ１０２から取得し
て、要素１０４１のセンサ１０４２毎に分類する。
【００４７】
　なお、本実施例１では、センサ２０３のデータを測定した時刻をインデックスとする例
を示したが、時刻に対応するシリアル番号などを時系列データのインデックスとしてもよ
い。
【００４８】
　＜異常検出部＞
　異常検出部１１２は、データ分割部１１１によって要素ごとに分類された設備稼働ログ
ＤＢ１０２のデータを分析して、異常の有無を判定し、データに異常があれば異常発生時
刻と異常の原因となったセンサ２０３を特定する。なお、異常の原因となったセンサ２０
３は、異常原因センサとする。図６は、異常検出部１１２の処理の一例を示すフローチャ
ートである。
【００４９】
　この処理は、異常検出部１１２は、まず、ステップ６０１で、要素ごとに分類された要
素内のセンサ２０３のデータについて異常度を算出し、異常診断を実施して異常が発生し
ていれば異常度の高いセンサ２０３を特定する。
【００５０】
　次に、ステップ６０２で、異常検出部１１２は、異常が発生したセンサ２０３のデータ
の異常度について、各センサ２０３の寄与度を算出する。寄与度は、各センサ２０３のデ
ータが、異常が発生したセンサ２０３のデータに影響を与えた度合いを示す。
【００５１】
　上記処理により、指定された期間に対応する設備稼働ログＤＢ１０２から異常が発生し
たセンサ２０３と異常度及び寄与度が算出される。
【００５２】
　要素の異常度計算（ステップ６０１）と、各センサ２０３の異常度に対する寄与度計算
ステップ６０２の処理は公知または周知の異常診断アルゴリズムによって実現可能である
。このアルゴリズムの要件は、異常時刻とその時点での各センサ２０３の異常度を算出可
能な異常診断アルゴリズムである点である。
【００５３】
　具体的には、主成分分析を活用した多変量統計的プロセス管理や、マハラノビス・タグ
チ法といった異常診断アルゴリズムを適用可能である。多変量プロセス管理のアルゴリズ
ムでは、設備稼働ログを入力としてＨｏｔｔｅｌｉｎｇ　Ｔ２統計量を計算し、各センサ
のＴ２統計量の寄与を各センサの異常度としてもよい。マハラノビス・タグチ法では、設
備稼働ログを入力としてマハラノビスの距離を計算し、これを各センサの異常度としても
よい。また、設備稼働ログをタイムウインドウで分割し、各タイムウインドウでのセンサ
２０３毎の振幅を算出し、この振幅を各センサの異常度としてもよい。
【００５４】
　図１７は、異常検出部１１２が主成分分析と多変量統計的プロセス管理で異常診断を行
う場合のフローチャートを示す。主成分分析（PCA:Principal Component Analysis）と多
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変量統計的プロセス管理（MSPC:Multivariate Statistical Process Control）について
は、文献「多変量統計的プロセス管理」（http://manabukano.brilliant-future.net/res
earch/report/Report2005_MSPC.pdf）に開示されるとおりである。
【００５５】
　異常検出部１１２は、要素ごとに分類された設備稼働ログＤＢ１０２のデータを正規化
し（６１０）、主成分分析（ＰＣＡ）によって次元圧縮を行う（６１１）。次に、異常検
出部１１２は、上記文献「多変量統計的プロセス管理」に開示される以下の（１）式によ
ってＱ統計量を算出する。
【００５６】
【数１】

【００５７】
　次に、異常検出部１１２は、上記文献「多変量統計的プロセス管理」に開示される以下
の（２）式によって各時刻についてＴ２統計量を異常度として算出する。
【００５８】
【数２】

【００５９】
　そして、異常検出部１１２は、Ｑ統計量とＴ２統計量の双方を監視して、いずれか一方
でも所定の管理限界を超えたデータが異常値であると判定する。
【００６０】
　異常検出部１１２は、異常値と判定した各センサ２０３のデータの寄与度を以下の（３
）式によって算出する。
【００６１】
【数３】

【００６２】
　上記（３）式は、文献「Total PLS Based Contribution Plots for Fault Diagnosis」
（http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874102908600944）に開示され
る手法である。
【００６３】
　図１８は、異常検出部１１２が主成分分析と多変量統計的プロセス管理で異常診断を行
う場合のグラフである。
【００６４】
　図１７のステップ６１０で正規化した後の状態は、図１８のグラフ６３１で示すように
、センサ２０３のデータを時刻１０２１毎にプロットする。図中丸印及び星印がセンサ２
０３のデータである。なお、図中変数１は、例えば時刻を示し、変数２は、例えば、温度
を示す。
【００６５】
　次に、上記図１７のステップ６１１で、正規化したデータについて主成分分析を用いて
次元圧縮を行うとグラフ６３２で示すように、主成分１、２が算出される。次元圧縮を行
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ったデータに対して、Ｔ２統計量を算出した結果が図１８のグラフ６３３となり、原点か
ら管理限界を超えた異常度のデータが異常データとして特定できる。
【００６６】
　図７は、センサＡ、センサＢに関する設備稼働ログＤＢ１０２のデータの一例を示すグ
ラフである。図中グラフ７０１はセンサＡ（２０３－１）のデータ（センサ値）の時間推
移を時系列で表したもので、図中グラフ７０２はセンサＢ（２０３－２）のデータ（セン
サ値）の時間推移を時系列で表したものである。図中横軸は時刻であり、縦軸は温度を示
す。
【００６７】
　図７では、時刻ｔ０からｔ１にかけて、センサＡのグラフ７０１に異常な温度変化が発
生し、その後、時刻ｔ２からｔ３にかけてセンサＢのグラフ７０２に異常な温度変化が発
生したことを示している。さらに、センサＡのグラフ７０１における振幅の最大値ｄ１は
、センサＢの振幅の最大値ｄ２より大きいことを示している。
【００６８】
　図８は、図１７に示した異常診断アルゴリズムに、図７に示す設備稼働ログＤＢ１０２
のデータを入力として得られる異常検出ログである。
【００６９】
　異常検出ログは、圧延設備２００の前半２０７の要素の異常度の時間推移を表した時系
列データを示すグラフ８００と、各センサＡ、Ｂの異常度の時間推移を表した時系列デー
タ示すグラフ８０１、８０２である。図中横軸は時刻であり、縦軸は異常度を示す。なお
、要素の異常度は、当該要素内のセンサＢ２０３の異常度の最大値である。図示の例では
、要素「前半」２０７内のセンサＡ２０３－１のデータと、センサＢ２０３－２のデータ
のうち各時刻の最大値が、要素「前半」２０７の異常度となる。
【００７０】
　グラフ８００～８０２では、異常度の値が大きい時刻ほど、異常の度合いが高いことを
示す。図８は、時刻ｔ０からｔ１にかけて、グラフ８０１のセンサＡに大きな異常が発生
し、その後、時刻ｔ２からｔ３にかけてグラフ８０２のセンサＢに大きな異常が発生した
ことを示している。さらに時刻ｔ１からｔ２の正常期間において、センサＡの異常度８１
１がセンサＢの異常度８１２より大きいことを示している。
【００７１】
　また、異常検出部１１２は、要素内に複数のセンサ２０３が存在する場合、上記寄与度
が大きいセンサ２０３を異常原因センサとして特定することができる。
【００７２】
　＜入力センサ推定部＞
　入力センサ推定部１１３は、異常検出部１１２の処理結果を基に、各要素の入力センサ
を推定する。
【００７３】
　図９は、入力センサ推定部１１３で行われる処理の一例を示すフローチャートである。
この処理は、異常検出部１１２の処理が完了した後に実行される。入力センサ推定部１１
３で行われる処理は、正常期間を抽出するステップ９０１と、異常度を正常期間内の平均
値で計算するステップ９０２と、入力センサを推定するステップ９０３からなる。
【００７４】
　正常期間抽出のステップ９０１は、入力センサ推定部１１３が圧延設備２００の稼働状
態が正常な期間を抽出する。このステップ９０１は、利用者が設備稼働ログＤＢ１０２に
基づき正常期間を与えても良い。また、入力センサ推定部１１３が設備稼働ログＤＢ１０
２を用いて各センサ２０３の値の平均および分散を計算し、センサ２０３のデータの値が
予め設定した範囲に入っている期間を正常期間としてもよい。
【００７５】
　さらに、異常検出部１１２よって計算された異常度が所定のしきい値より低い期間を正
常期間としてもよい。あるいは、入力センサ推定部１１３が、設備稼働ログＤＢ１０２の
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時系列データをタイムウインドウで分割し、各タイムウインドウでのセンサ２０３毎の分
散を算出し、分散値が所定のしきい値より低い期間を正常期間としてもよい。また、タイ
ムウインドウでのセンサ２０３毎の分散を、各センサＢ２０３の異常度として扱うように
してもよい。
【００７６】
　異常度を正常期間の平均値で計算するステップ９０２では、入力センサ推定部１１３が
、過去の設備稼働ログＤＢ１０２を用いて過去の要素の異常度および各センサ２０３の異
常度を算出する。さらに、各センサ２０３の異常度について、ステップ９０１で算出した
正常期間の期間平均値を算出する。
【００７７】
　各要素の入力センサを推定するステップ９０３は、上記ステップ９０２で算出した正常
期間における各センサ２０３の異常度を基に、入力センサ推定部１１３が、各要素の入力
センサを推定する。そして、入力センサ推定部１１３は、各要素の入力センサの推定結果
を入力センサＤＢ１０５に格納する。
【００７８】
　基本的には、異常度または異常度の平均値が他のセンサ２０３と比べて高いセンサ２０
３を入力センサと推定する。例えば、ある要素に関連するセンサ２０３が２つの場合は、
最も異常度が高いセンサを入力センサとする。また、入力センサが１つとみなせる要素、
例えば１入力の設備の場合についても、最も異常度が高いセンサ２０３を入力センサとす
る。要素の入力センサ数が予め特定可能な要素では、利用者が要素ごとに入力センサ数に
ｎ個を設定し、ステップ９０３では、異常度が高いセンサ２０３のうち上位ｎ個を入力セ
ンサと推定してもよい。さらには、利用者が予め要素ごとにしきい値を設定し、異常度が
しきい値を超える一つまたは複数のセンサ２０３を入力センサと推定してもよい。
【００７９】
　なお、複数のセンサ２０３の異常度に差異が見られない場合は、入力センサを推定しな
くても良い。さらに、入力センサを推定するステップ９０３が推定した結果（入力センサ
ＤＢ１０５）について、利用者が推定結果を確認し必要に応じて取り消しまたは修正を行
ってもよい。
【００８０】
　このように異常度という観点に基づき入力センサを推定する方法は、時間遅れに基づき
入力センサを特定する方法と比べ、簡便に利用することができる。さらには時間遅れを表
せられないほど長いデータ間隔をもつ時系列データを利用しても、入力センサを推定する
ことができる。
【００８１】
　＜入力センサＤＢ＞
　入力センサＤＢ１０５は、診断前処理部１１０の処理結果である各要素の入力センサの
情報を格納する。図１０は、入力センサＤＢ１０５の構成の一例を示す図である。入力セ
ンサＤＢ１０５は要素１０５１をインデックスとし、入力センサ１０５２をカラムとした
テーブルである。診断前処理部１１０において、要素「前半」の入力センサをセンサＡ、
要素「後半」の入力センサをセンサＢという結果が得られた場合、この情報は図１０のよ
うに格納される。
【００８２】
　＜設備診断部＞
　設備診断部１２０は、被診断設備１３０の異常発生時刻と異常要素を検出する処理であ
る。設備診断部１２０は、データ分割部１２１と、異常検出部１２２と、異常フィルタ部
１２３からなる。データ分割部１２１および異常検出部１２２は、それぞれ、診断前処理
部１１０のデータ分割部１１１および異常検出部１１２と同じ処理である。
【００８３】
　設備診断部１２０は、入力装置１４等で指定された期間の設備稼働ログＤＢ１０２から
センサ２０３のデータを読み込んで、データ分割部１２１が設備要素ＤＢ１０４を参照し
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て、センサ２０３のデータを被診断設備１３０の要素毎に分割する。
【００８４】
　次に、設備診断部１２０は、要素毎に分割されたデータを異常検出部１１２に入力して
は、上述の図６や図１７の異常診断アルゴリズムによって異常度に基づいて要素毎に異常
を検出する。
【００８５】
　異常フィルタ部１２３は、入力センサＤＢ１０５に格納された要素ごとの入力センサの
情報を基に、異常検出部１２２の出力結果のフィルタを行う。すなわち、異常検出部１２
２がある要素で異常を検出した場合、異常発生時刻と異常原因センサの情報が異常フィル
タ部１２３に送られる。
【００８６】
　異常フィルタ部１２３は、異常原因センサが要素の入力センサと一致する場合は、その
異常は要素の外部の要因によって発生したと判定し、当該要素の異常であるとは判定しな
い。これにより、複数要素で異常が発生した際に真の異常要因を絞り込むことができ、異
常診断精度を向上できる。
【００８７】
　図１９は、異常フィルタ部１２３で行われる処理の一例を示すフローチャートである。
この処理は、異常検出部１２２の処理が完了すると開始される。異常フィルタ部１２３は
、異常検出部１２２の検出結果を受け付ける（６２０）。次に、異常フィルタ部１２３は
、設備要素ＤＢ１０４に設定された全ての要素について、要素毎にステップ６２１～６２
６を繰り返して実行する。
【００８８】
　異常フィルタ部１２３は、設備要素ＤＢ１０４を参照して現在選択している要素１０４
１のセンサ１０４２を特定し、センサ１０４２のいずれかが異常原因センサであるか否か
を判定する。要素内に異常原因センサがあればステップ６２３へ進み、要素内に異常原因
センサがなければ次の要素を選択して上記処理を繰り返す。なお、最後の要素まで到達し
ていればステップ６２７へ進む。
【００８９】
　ステップ６２３では、異常フィルタ部１２３が異常原因センサの識別子を取得し、入力
センサＤＢ１０５の当該要素１０５１の入力センサ１０５２が、異常原因センサの識別子
と一致するか否かを判定する。
【００９０】
　異常原因センサが当該要素の入力センサであれば、異常フィルタ部１２３は、ステップ
６２４へ進んで当該要素を異常関連要素として分類する。一方、異常原因センサが当該要
素の入力センサでなければ、異常フィルタ部１２３は、ステップ６２５へ進んで当該要素
を異常原因要素として分類する。そして、次の要素を選択して上記処理を繰り返す。なお
、最後の要素まで到達していればステップ６２７へ進む。
【００９１】
　ステップ６２７では、異常フィルタ部１２３は、異常が検出された要素の分類結果を診
断結果表示部１０６へ出力して処理を終了する。
【００９２】
　以上のように、異常フィルタ部１２３は、異常原因センサが当該要素の入力センサであ
る場合、外部（前段、または、上流）からの影響で異常が発生していると判定し、当該要
素は異常関連要素であると判定する。異常関連要素は、センサ２０３の値は異常を示して
いるが、点検または修理をすべき要素は他の要素であることを示す。
【００９３】
　また、異常フィルタ部１２３は、異常原因センサが当該要素の入力センサでなければ、
当該要素で異常が発生していると判定し、当該要素は異常原因要素であると判定する。異
常原因要素は、点検または修理をすべき要素であることを示す。
【００９４】
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　異常フィルタ部１２３は、異常原因センサを有する要素が複数存在する場合、点検また
は修理をすべき異常原因要素と、センサ２０３のデータに異常はあるが外部の影響が疑わ
れる要素を異常関連要素として分類することで、点検または修理をすべき要素の優先順位
を提供することができる。
【００９５】
　＜診断結果表示部＞
　診断結果表示部１０６は、設備診断部１２０の結果を出力する。図１１および図１２は
、診断結果表示部１０６が出力する診断結果表示画面の一例である。
【００９６】
　図１１は、各要素に異常が発生していない場合の診断結果表示部１０６の表示例である
。図１１において、診断結果表示画面１１００には、圧延設備２００の要素として前半２
０７と後半２０８のセンサ２０３が表示される。前半２０７の入力センサとしてセンサＡ
２０３－１が要素内の上方に表示され、後半２０８の入力センサとしてセンサＢ２０３－
２Ｂが要素内の上方に表示される。図中、センサＣ２０３－３とセンサＤ２０３－４は、
診断前処理部１１０で入力センサとして判定されないため、センサＢ２０３－２Ｂの下流
で並列的な関係に表示される。
【００９７】
　圧延設備２００の要素「前半」２０７において、入力センサはセンサＡ２０３－１のみ
であるため、要素「前半」２０７内では、外部からの異常はセンサＡ２０３－１を通じて
センサＢ２０３－２Ａに伝播する。そのため、センサＡ２０３－１とセンサＢ２０３－２
の間の因果関係１１１３を導き出せる。
【００９８】
　要素「後半」２０８において、入力センサはセンサＢ２０３－２Ｂのみであるため、要
素「後半」２０８内では、外部からの異常はセンサＢ２０３－２Ｂを通じてセンサＣ２０
３－３、センサＤ２０３－４に伝播する。そのため、センサＢ２０３－２ＢとセンサＣ２
０３－３、センサＤ２０３－４の間の因果関係１１２４、１１２５を導き出せる。さらに
、センサＢ２０３－２Ａは、要素「前半」２０７においては非入力センサ、要素「後半」
２０８においてセンサＢ２０３－２Ｂは入力センサである。この情報から、要素「前半」
２０７の異常が要素「後半」２０８に伝播するという因果関係１１３０を示唆している。
【００９９】
　図１２は、センサＢ２０３－２に急激な温度変化が発生し、異常検出部１２２が要素「
前半」と「後半」の双方で異常を検出した場合の、診断結果表示画面１１００の表示例で
ある。診断結果表示部１０６は、診断結果表示画面１１００のセンサＢ２０３－２Ａ、２
０３のデータが原因で異常が発生したため、前半２０７のセンサＢ２０３－２Ａと、後半
２０８のセンサＢ２０３－２Ｂにてアラートを表示する。
【０１００】
　診断結果表示部１０６は、異常フィルタ部１２３の分類結果に応じて診断結果表示画面
１１００に表示する異常原因センサと要素の表示（出力）を実施する。診断結果表示部１
０６は、異常原因センサを含む要素について、異常原因要素（第１の異常要素）であれば
、例えば、要素の表示領域と異常原因センサの表示領域を、アラート示す表示色や明滅な
どの変化を加えて表示する。
【０１０１】
　一方、異常原因センサを含む要素が、異常関連要素（第２の異常要素）であれば、例え
ば、要素の表示領域を通常の表示として、異常原因センサの表示領域を、注意喚起を示す
表示色などで表示する。
【０１０２】
　なお、異常原因要素と異常関連要素の表示形態は、異常原因センサを含む要素が異常原
因要素と異常関連要素のいずれであるかを識別可能な表示形態であればよい。また、診断
結果表示部１０６は、異常原因要素では、異常原因センサを識別可能に表示し、異常関連
要素では、入力センサを識別可能に表示する形態であればよい。
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【０１０３】
　ただし、要素「後半」２０８では、センサＢ２０３－２Ｂは入力センサであるため、異
常関連要素と分類されセンサＢ２０３－２Ｂの表示領域内が、前半２０７のセンサＢ２０
３－２Ａと比べて弱いアラート（注意喚起）を示す表示色で表示される。
【０１０４】
　一方、要素「前半」２０８では、センサＢ２０３－２Ａは非入力センサであるため、「
前半」２０７は、異常関連要素として分類され、要素「前半」２０７の表示領域内がアラ
ートを示す表示色で表示され、さらに、異常原因センサのセンサＢ２０３－２の表示領域
内は警告を示す表示色で表示され、要素「前半」２０７に異常があることを利用者に通知
する。これにより、利用者は異常原因を容易に絞り込むことが可能である。
【０１０５】
　本発明によると、設備診断装置１００は、異常原因の絞込により、設備診断精度を向上
可能である。特に、複数の要素で同時に異常が検出された場合においても、修理や点検を
至急実施すべき異常原因要素と、異常原因センサを入力センサに含むが異常の原因が他の
要素にあると思われる異常関連要素に分類することで、異常が発生した原因の要素を絞り
込むため、診断精度を向上可能である。異常は、温度の急激な変化や、設備内の故障や劣
化、メンテナンスによる性能回復、外気温度や材料温度など設備外要因の変動が含まれる
。
【０１０６】
　設備診断装置１００は、被診断設備１３０の稼働情報を収集できれば、被診断設備１３
０と距離的に離れていても良い。例えば、診断装置１００は、被診断設備１３０が設置さ
れている工場内に設置してもよいし、クラウドサービスの一つとして提供してもよい。ク
ラウドサービスとして提供することで、サービス提供を短期間で実現可能である。
【０１０７】
　また、設備診断装置１００は、被診断設備１３０の設備診断をオフラインで行っても良
い。すなわち、被診断設備１３０の稼働情報を記憶媒体等で運搬し、設備診断装置１００
に入力して設備稼働ログＤＢ１０２に格納して、設備診断を行っても良い。これにより、
診断サービス開始前のプレ診断を実現可能である。
【実施例２】
【０１０８】
　本発明の設備診断装置１００は、発電設備の異常診断にも適用可能である。本実施例２
では、設備診断装置１００の被診断設備として、発電設備に適用した例を示し、発電機の
軸受け振動原因解析を実施する。なお、その他の構成は、前記実施例１と同様である。発
電機の軸受けは、経年劣化やグリス不良などが原因で振動が発生する。振動を放置すると
、軸受けの故障などを引き起こし、発電機の稼働時間の低下につながる。このような事態
を防ぐために、発電設備の軸受けを監視し、異常の予兆がある場合には早期に対策を行う
ことができる。
【０１０９】
　図１３は、本実施例２における被診断設備である発電設備１３００の構成の一例を示す
ブロック図である。発電設備１３００には、発電機１３１０と、増速機１３２０と、発電
機軸１３１１と、主軸１３２１と、発電機軸の軸受け１３１４と、主軸の軸受け１３２４
、が含まれる。
【０１１０】
　主軸１３２１の回転は、増速機１３２０を介して発電機軸１３１１を駆動し、発電機軸
１３１１に接続された発電機１３１０が駆動されて発電を行う。なお、主軸１３２１には
、図示しない風車などが結合されて駆動力を伝達する。
【０１１１】
　主軸１３２１及び発電機軸１３１１には、回転数を測定するための回転数センサＡ１３
１２、回転数センサＢ１３２２、振動を検出するための加速度センサＡ１３１３、加速度
センサＢ１３２３が設置されている。さらに発電設備１３００の外側には、環境からの振
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動を検出するための加速度センサＣ１３０３が設置されている。
【０１１２】
　図１４は、本実施例における設備要素ＤＢ１０４の構成の一例を示す図である。発電設
備１３００の要素は、前記実施例１と同様にして要素分割部１０３が、発電機１３１０と
増速機１３２０、さらに両者を接続する接続部に分割した例を示す。なお、接続部は主軸
１３２１の図示しないギアと、発電機軸１３１１の図示しないギアで連結される要素であ
る。
【０１１３】
　発電機１３１０に関連するセンサは、外部の振動が発電機１３１０に伝播することを考
慮し、発電機軸１３１１の加速度センサＡ１３１３（図中加速度Ａ）と、発電機１３１０
の回転数センサＡ１３１２（図中回転数Ａ）と、外側の加速度センサＣ１３０３（図中加
速度Ｃ）である。
【０１１４】
　増速機１３２０に関連するセンサは、外部の振動が増速機１３２０に伝播することを考
慮して、主軸１３２１の加速度センサＢ１３２３（図中加速度Ｂ）と、増速機１３２０の
回転数センサＢ１３２２（図中回転数Ａ）と、外側の加速度センサＣ１３０３（図中加速
度Ｃ）である。接続部に関するセンサは、増速機１３２０の回転数センサＢ１３２２（図
中回転数Ｂ）および発電機１３１０の回転数センサＡ１３１２（図中回転数Ａ）である。
【０１１５】
　図１５は、実施例２における入力センサＤＢ１０５の構成の一例を示す図である。この
構成は、発電設備１３００の時系列データを入力とした診断前処理部１１０によって算出
した。
【０１１６】
　診断前処理部１１０の処理の内容は前記実施例１と同様であり、発電設備１３００の要
素「発電機」１３１０の入力センサ１０５２として回転数センサＡ１３１２（図中回転数
Ａ）と、加速度センサＣ１３０３を選択し、要素「増速機」１３２０の入力センサ１０５
２として回転数センサＢ１３２２（図中回転数Ｂ）と、加速度センサＣ１３０３を選択し
、「接続部」の入力センサ１０５２は無しとした例を示す。
【０１１７】
　図１６は、図１５に示す入力センサＤＢ１０５の情報が与えられた場合の診断結果表示
部１０６が出力する画面１６００のイメージである。図１５の情報を与えることで、設備
診断部１２０は、軸受け１３１４に起因する加速度センサＡ１３１３（図中加速度Ａ）の
データの過大な変動のみを異常と判定し、発電機１３１０の回転数センサＡ１３１２（図
中回転数Ａ）のデータの過大な変動や加速度センサＣ１３０３（図中加速度Ｃ）のデータ
に起因する加速度センサＡ１３１３（図中加速度Ａ）のデータの過大な変動を異常とは判
定せず、診断精度を向上させることができる。
【０１１８】
　なお、回転数センサＡ１３１２（図中回転数Ａ）のデータの過大な変動に起因する異常
は、要素「発電機」１６２０では検出せず、要素「接続部」１６３０にて異常を検出する
ことができる。
【０１１９】
　以上のように、本発明の設備診断装置１００は、前記実施例１の圧延設備２００に加え
て、発電設備１３００にも適用することができ、複数の要素からなる設備や装置の異常診
断を的確に実施することができる。特に、複数の要素に異常原因センサが発生した場合で
も、異常フィルタ部１２３によって、異常原因要素と異常関連要素に分類することで、至
急点検や修理を行うべき異常原因要素を特定することが可能となる。
【０１２０】
　＜まとめ＞
　以上のように本発明では、設備や装置を複数の要素に分割し、各要素を個別に診断を行
うことで設備の異常検出と異常原因を特定する。要素分割部は、設備を複数の要素に分割
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する。利用者が分割しても良いし、設備稼働ログを基に自動的に分割してもよい。
【０１２１】
　診断前処理部は、各要素の入力センサを推定する。診断前処理部は、入力を基に出力が
生成される周知または公知の設備や装置では、入力の振動は出力では減衰する特徴に基づ
き、設備の外部で発生した異常は入力から出力に伝播するにつれその影響が低下すると仮
定し、各要素の入力センサを推定する。具体的には、正常期間における要素の各センサの
異常度を評価し、異常度が大きいセンサを入力センサと推定する。
【０１２２】
　設備診断部は、設備の要素ごとに異常検出処理を行い、要素の異常を検出した際に異常
原因センサの要素内の位置によって異常原因要素と異常関連要素に分類する。異常原因が
要素の入力センサである場合は、異常関連要素として分類され、センサの値は異常をしめ
すものの、異常の原因は当該要素外で発生したと判定する。なお、その要素にとっては偽
陽性であると判別し、異常検出結果からは取り除くようにしてもよい。
【０１２３】
　このように、異常原因センサを含む要素を異常原因要素と異常関連要素に分類し、異常
原因要素について修理や点検の優先度を高く設定することで、設備や装置の診断精度を向
上させて、設備の稼働率を高めることが可能となる。
【０１２４】
　また、本発明は、設備診断の際に、複数の要素で異常を検出した場合でも、異常原因の
要素を絞り込むことができ、診断精度を向上できる。また、本発明は、設計図から要素の
入力または出力を特定することが困難な設備においても適用できる。また、時系列データ
のデータ間隔が長く、入力または出力間の時間遅れを検出できない設備にも適用できる。
これにより、幅広い設備に対して精度の高い設備診断を提供できる。
【０１２５】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に記載したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実
施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例
の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部につ
いて、他の構成の追加、削除、又は置換のいずれもが、単独で、又は組み合わせても適用
可能である。
【０１２６】
　また、上記の各構成、機能、処理部、及び処理手段等は、それらの一部又は全部を、例
えば集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、
及び機能等は、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行するこ
とによりソフトウェアで実現してもよい。各機能を実現するプログラム、テーブル、ファ
イル等の情報は、メモリや、ハードディスク、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉ
ｖｅ）等の記録装置、または、ＩＣカード、ＳＤカード、ＤＶＤ等の記録媒体に置くこと
ができる。
【０１２７】
　また、制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全
ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続さ
れていると考えてもよい。
【符号の説明】
【０１２８】
１０　プロセッサ
１１　メモリ１１
１２　ストレージ装置
１００　設備診断装置
１０２　設備稼働ログＤＢ
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１０４　設備要素ＤＢ
１０５　入力センサＤＢ
１０６　診断結果表示部
１１０　診断前処理部
１１３　入力センサ推定部
１２０　設備診断部
１２２　異常検出部
１２３　異常フィルタ部
１３０　被診断設備

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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